
 �（�の代理�を�み、�が��の場�は当���の�員等を�む。�下同じ。）は、�の

①のいずれかに�当し、もしくは②の各�のいずれかに�当する⾏為をし、または①にもと 

づく��・�利に�して虚偽の申告をしたことが��した場�には、貴事��との��が� 

�されても異�を申しません。なお、これらにより�に損�が⽣じた場�でも、貴事��に 

損��償��することはせず、いっさい�の責任といたします。また、これらにより貴事� 

�に損�を⽣じさせた場�には、その損��をお��いいたします。

 

①�は、現在、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から5年を��しない者、暴⼒ 

団�構成員、暴⼒団���業、���等、���動等標ぼうゴロまたは��知�暴⼒�団 

等、その他これらに�ずる者（�下これらを「暴⼒団員等」という。）に�当しないこと、 

および�の各�のいずれにも�当しないことを��し、かつ�来にわたっても�当しないこ 

とを��いたします。

A.暴⼒団員等が��を�配していると�められる��を有すること

B.暴⼒団員等が��に��的に��していると�められる��を有すること

C.⾃⼰、⾃�もしくは�三者の不正な利�を�る⽬的または�三者に損�を�える⽬的をも 

ってするなど、不当に暴⼒団員等を利⽤していると�められる��を有すること

D.暴⼒団員等に�して�金等を提供し、または便�を供�するなどの��をしていると�め 

られる��を有すること

E.�員または��に��的に��している者が暴⼒団員等と��的に��されるべき��を 

有すること

②�は、⾃らまたは�三者を利⽤しての�の各�の⼀つにでも�当する⾏為を⾏わないこと 

を��いたします。

A.暴⼒的な��⾏為

B.�的な責任を超えた不当な��⾏為

C.��に�して、脅�的な�動をし、または暴⼒を⽤いる⾏為

D.⾵�を流布し、偽�を⽤いまたは�⼒を⽤いて貴事��の�⽤を�損し、または貴事�� 

の業�を��する⾏為

E.その他前各�に�ずる⾏為
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